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ボスニア・ヘルツェゴビナ（ＢＨ）情勢月報（２０２５年８月分） 

２０２５年８月 

在ボスニア・ヘルツェゴビナ日本国大使館 

目次（以下は主なトピックを抜粋） 

１．国内情勢 

（１） 国家レベル 

●ＢＨに対する米国の関税措置発動（７日） 

（２）エンティティ、特別区 

ア ボスニア・ヘルツェゴビナ連邦（ＢＨ連邦） 

●ＢＨ連邦とポーランドの経済協力強化に関する合意（２１日） 

イ スルプスカ共和国（ＲＳ） 

●ドディックＲＳ大統領に対する第二審判決（１日） 

●ＢＨ中央選挙管理委員会（ＣＥＣ）によるドディック氏のＲＳ大統領職務終了の決定（６日） 

●ビシュコビッチＲＳ首相の辞任表明（１８日） 

●ドディックＲＳ大統領の職務終了確定：ＢＨ中央選挙管理委員会（ＣＥＣ）決定に対する上訴

棄却（１８日） 

●ＲＳ国民議会による住民投票の実施決定（２２日） 

●ＢＨ中央選挙管理委員会（CEC）によるＲＳ大統領選挙の早期実施に関する決定（２８日） 

２．外政 

（１）多国間、国際・地域機構（ＥＵ加盟プロセスを含む） 

●ドディックＲＳ大統領に対する第二審判決に関する国連安保理非公開協議（７日） 

●与党連立トロイカ及び５カ国大使間でのロシアの脅威に関する会合（１１日） 

（２）二国間関係 

●ドディックＲＳ大統領の職務終了に関する当地ロシア大使の声明（７日） 

３．経済 

（１）経済指標（出典：ＢＨ統計局） 

（２）経済政策・公共事業 

●ＢＨ郵便局による米国行き貨物の受付停止（２２日） 

（３）経済協力 

●ＢＨ中央銀行（ＣＢＢＨ）への欧州復興開発銀行（ＥＢＲＤ）代表団の来訪（２７日） 

（４）民間セクター 

●第３１回サラエボ映画祭の開催（１５日～２２日） 

（注：この月報は、当地紙報道などの公開情報をとりまとめたものです。） 
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１．国内情勢 

（１）国家レベル 

●ＢＨに対する米国の関税措置発動（７日） 

 ７日、米国はＢＨに対して、例外を設けない１

４カ国の一つとして３０％の関税を発動した。

ホワイトハウスは、同措置の経緯として「米国

の労働者の利益となるグローバル貿易の再

構築」が必要であると説明した。 

●ジャーナリストのアブド・アブディッチ氏への

襲撃事件（１９日） 

 １９日、独立系メディア・イストラガの編集長

を務めるジャーナリストのアブド・アブディッチ

氏がグルバビツァ地区で急進的なイスラム宗

教活動家サニン・ムサ氏の息子に襲撃される

事件が発生した。ＥＵは、ジャーナリストは攻

撃や脅迫を受けることなく、自由に働くことが

可能であるべきであり、関係機関に迅速な捜

査実施及びメディア関係者の保護を強化する

ことを求め、同襲撃を強く非難すると声明を発

表した。 

（２）エンティティ、特別区 

ア ボスニア・ヘルツェゴビナ連邦（ＢＨ連邦） 

●ＢＨ連邦とポーランドの経済協力強化に関

する合意（２１日） 

 ２１日、ミヤトビッチＢＨ連邦副首相兼開発・

商工大臣は、バブスカ・ポーランド産業開発庁

長官率いる代表団と会談し、両国の市場への

進出を希望する企業のポートフォリオを作成し、

共同プロジェクトを行うための優先分野を定め

ることについて合意が行われた。その後の記

者会見において、同副首相は、特にエネルギ

ー、農業及び観光産業に焦点を当てた共同プ

ロジェクトについて協議したと語った。 

イ スルプスカ共和国（ＲＳ） 

●ドディックＲＳ大統領に対する第二審判決

（１日） 

 １日、ＢＨ裁判所において、今年２月２６日の

ドディックＲＳ大統領に対する第一審判決を確

定する第二審判決が下され、ＢＨ刑法第２０３

条に基づき１年の禁固刑及び６年間ＲＳ大統

領職務の執行を禁止する保全措置が科され

た。 

●ドディックＲＳ大統領のハンガリー訪問（６日） 

 ６日、ドディックＲＳ大統領及びツビヤノビッ

チＢＨ大統領評議会セルビア系メンバーは、ブ

ダペストを訪問し、ハンガリーのオルバン首相

と会談した。会談後、ドディック大統領は、同

首相のＲＳに向けた支持及び人々に選出され

た者を尊重し、選出されていない者が押しつ

けたものは尊重しないという明確なメッセージ

を発出してくれたことに感謝するとＸ上に投稿

した。 

●ＢＨ中央選挙管理委員会（ＣＥＣ）によるドデ

ィック氏のＲＳ大統領職務終了の決定（６日） 

 ６日、ＣＥＣは、ミロラド・ドディック氏のＲＳ大

統領職務終了を７名の選挙管理委員の全会

一致で決定した。ただし、同氏の弁護団側は、

ＢＨ裁判所へ上訴する権利を有している。 

●ドディックＲＳ大統領のセルビア訪問（１４日） 

 １４日、ドディックＲＳ大統領は、ベオグラード

を訪れ、ブチッチ・セルビア大統領と会談し、

セルビアとＲＳに関する重要な論点について

意見交換をしたと語った。 

●ビシュコビッチＲＳ首相の辞任表明（１８日） 

 １８日、ラドバン・ビシュコビッチ氏がＲＳ首相

職からの辞任を表明した。その直前にはバニ

ャ・ルカ市のＲＳ大統領官邸において、独立社

会民主主義者同盟（ＳＮＳＤ）を中心としたＲＳ

連立与党内の会合が開催され、現体制の再

建が議論された。 
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●ドディックＲＳ大統領の職務終了確定：ＢＨ

中央選挙管理委員会（ＣＥＣ）決定に対する上

訴棄却（１８日） 

 １８日、ＢＨ裁判所はＣＥＣ決定に対するドデ

ィックＲＳ大統領側の上訴を棄却し、同氏のＲ

Ｓ大統領としての職務終了が確定した。 

●ＲＳ国民議会による住民投票の実施決定

（２２日） 

 ２２日、ＲＳ国民議会が開催され、ＢＨ裁判所

判決及び前倒しＲＳ大統領選挙に関する「結

論」の採択及び住民投票の実施を決定した。

同「結論」には、「違憲のＢＨ裁判所がドディッ

クＲＳ大統領（ママ）に対して下した判決及びＣ

ＥＣによる同人の職務終了決定を拒否し、引

き続き同氏が大統領の職責を履行し続ける」

ことを求める内容が含まれ、同様の内容に関

する是非を問うＲＳ住民投票を本年１０月２５

日に実施することを決議した。 

●ＢＨ中央選挙管理委員会（ＣＥＣ）によるＲＳ

大統領選挙の早期実施に関する決定（２８日） 

 ２８日、ＣＥＣは、ＲＳ大統領選挙の早期実施

を採択し、本年１１月２３日での実施が決定し

た。同決定は、すべての参加者はＢＨ選挙法

を遵守する義務があり、すべての選挙当局に

対し、ＣＥＣによるすべての任務と指示を、法

規定に従い、独立し、専門的かつ公平に遂行

することを求めた。 

●ＢＨ憲法裁に対するＲＳ国民議会により採

択された「結論」の合憲性審査の要請（２９日） 

 ２９日、ベチロビッチＢＨ大統領評議会ボシュ

ニャクメンバーは、ＢＨ裁判所に対し、８月２２

日のＲＳ国民議会が採択した「結論」の合憲性

につき審査要請を提出した。同メンバーは、Ｂ

Ｈ憲法及び同裁判所の従来の判例に基づき、

ＲＳエンティティが同法において審理された事

案についての「結論」を採択する権限を有して

いない旨を決定すること、及び同「結論」を無

効とすることを求めるとした。 

●ドディック前ＲＳ大統領による罰金支払いの

完了（２９日） 

 ２９日、ドディック前ＲＳ大統領は、同氏に対

する有罪判決によって科された禁固刑１年に

代わる３６，５００ＫＭの罰金支払いを完了した。

なお、同月１２日時点で、ＢＨ裁判所は法的規

定及びＢＨ検察庁の主張を踏まえ、禁固刑を

罰金刑に置き換える同氏の弁護団の請求に

ついて採用したことをすでに発表していた。 

 

２．外政 

（１）多国間、国際・地域機構（ＥＵ加盟プロセ

スを含む） 

●ドディックＲＳ大統領に対する第二審判決に

関する国連安保理非公開協議（７日） 

 ７日、国連安全保障理事会は、ロシアの要

請を受けて、ドディックＲＳ大統領に関する非

公開協議を開催した。その後の会見で、ポリャ

ンスキ国連ロシア次席常駐代表は、クリスティ

アン・シュミット上級代表は、ＲＳだけでなく国

連安保理にも承認されてないため、合法では

ないと指摘した一方で、ラグムジヤ国連ＢＨ常

駐代表は、ロシアを除くすべての国連安保理

理事国は、ＢＨの主権、領土保全、法の支配、

そしてＢＨ裁判所及びＣＥＣの決定を尊重する

ことを表明したと発言（注：ＳＮＳＤ側の発信に

よると、中国、ブラジル及びモザンビークはＲ

Ｓ大統領の職務に対する法的攻撃を支持して

おらず、同上級代表の正当性を承認していな

い旨を主張したとされている）。 

●与党連立トロイカ及び５カ国大使間でのロ

シアの脅威に関する会合（１１日） 

 １１日、与党連立トロイカ、５カ国（米英仏独

伊）大使及び当地ＥＵ代表は、ロシアによるＢ
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Ｈの不安定化工作への対応策を協議する会

合を開催した。同会合は、同月７日の当地ロ

シア大使の声明を受け、コナコビッチＢＨ外務

大臣がルビオ米国国務長官及び他の４カ国

の外務大臣に対し、ロシア政府による不安定

化工作に直面している点を指摘した書簡を送

付し、実現した。 

（２）二国間関係 

●ドディックＲＳ大統領の職務終了に関する当

地ロシア大使の声明（７日） 

 ７日、カラブホフ当地ロシア大使は、ドディッ

クＲＳ大統領に対する第二審判決及びその職

務終了に関する声明を発表した。同声明の中

では、ＢＨが同大統領に対する政治的判決を

拒否するか、西側諸国と肩を並べＢＨ政府機

関を巧みに利用して反対勢力を潰そうとする

仲間になるかのいずれかを選択しなければな

らないとし、その選択には民主国家としてのＢ

Ｈにとどまらず、単一国家としてのＢＨそれ自

体の存続が懸かっているとした。 

 

３．経済 

（１）経済指標（出典：ＢＨ統計局） 

●工業生産指数 

２０２５年７月の工業生産指数は、季節調 

整後数値で前月比１．４％マイナス。前年同月

比３．９％マイナス。 

●雇用／失業率 

２０２５年６月の失業者登録数は３１万６９２７

人（うち女性１８万８４５７人）で、前月比では変

わらず、前年同月比で０．５％プラス。 

●平均給与 

２０２５年７月の平均給与（手取り）は１，６０１

ＫＭで、前月比で名目賃金は２．０％プラス、

実質賃金は１．８％プラス。前年同月比で名目

賃金は１４．８％プラス、実質賃金は９．５％プ

ラス。 

●消費者物価指数 

２０２５年７月の消費者物価指数は前月比０．

２％プラス。前年同月比で平均４．８％プラス。

食料品・ノンアルコール飲料の価格は前月比

０．３％のマイナス。 

●貿易収支 

２０２５年７月のＢＨからの輸出総額は９８．９９

億ＫＭ（前年同期比５．７％増）、ＢＨへの輸入

総額は１７３．５４億ＫＭ（前年同期比４．４％

増）。貿易収支は７４．５５億ＫＭの赤字。 

（２）経済政策・公共事業 

●ＢＨ郵便局による米国行き貨物の受付停止

（２２日） 

 ２２日、ＢＨ郵便局は、米国へのあらゆる郵

便物の受付を停止することを決定した。ＢＨ郵

便局は、その理由として、米国の新しい関税

規則となる「僅少の非原産地材料（ de-

minimis）」に関する基準の改正を実施するた

めの技術的要件（関税の徴収方法及び提出

データに関するプロセス）が明確に定義されて

おらず、ヨーロッパ及び世界中の郵便事業者

と共に米国行き貨物の受付を一時停止しなけ

ればならないと説明した。 

（３）経済協力 

●ＢＨ中央銀行（ＣＢＢＨ）への欧州復興開発

銀行（ＥＢＲＤ）代表団の来訪（２７日） 

 ２７日、ＥＢＲＤの代表団は、ＣＢＢＨを訪問し、

セリモビッチＣＢＢＨ総裁と会談した。会談では、

金融政策、金融健全性及び金融セクターのさ

らなる発展に向け、グリーン・エコノミー、ＥＵ

統合及び欧州統一通貨圏（ＳＥＰＡ）への参入

を通じたさらなる協力関係の緊密化等につい

て議論した。 

（４）民間セクター 

●第３１回サラエボ映画祭の開催（１５日～２
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２日） 

 １５日から２２日まで、第３１回サラエボ映画

祭が開催され、完成披露試写会及び名作映

画鑑賞の２本立てのプログラムが連日にわた

って組まれ、著名な監督、俳優、脚本家らが

参加し、パオロ・ソレンティーノ、ウィリアム・デ

フォー及びレイ・ウィンストン等も登壇した。 


